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《参考》

◎ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（抜粋）

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込

みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。

２ 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する保護者

は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書

を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

３ 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に

おいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。

４・５ （略）

（保育の実施義務の例外）
○ また、現行制度における市町村の保育の実施義務には、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき

は、その他の適切な保護をしなければならない」とする例外が設けられている。
※ 「やむを得ない事由」･･･地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む
※ 「その他適切な保護」・・・家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む
※ なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、
私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。

（認可の裁量性）
○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県

に、 既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい
る。（→※次回の検討課題）


